旅館業施設の構造設備等の概要施設名：

	No.
	項目
	詳細

	1
	営業の種別
	☐旅館・ホテル　　☐簡易宿所（☐うち農林漁業体験民宿）　　☐下宿

	2
	建物
（建築基準法の検査済証に記載）
	☐木造　　☐鉄筋コンクリート造（RC構造）　　☐鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC構造）
☐プレハブ造　　☐鋼板コンクリート造（SC構造）　　☐その他（　　　　　　　　　　）

	
	
	地上　　　階建　／　延べ面積　　　m2
☐新築　　☐用途変更　　☐都市計画区域に該当

	3
	給水設備
（飲料用）
	☐上水道直結　　☐簡易専用水道（10tを超えるタンク使用）　　☐小規模簡易専用水道（10t以下のタンク使用）　　☐地下水　　☐温泉　　☐その他（　　　　　　）

	4
	便所
	☐各部屋設置　　☐共同
処理方法：　☐公共下水道　　☐合併浄化槽　　　☐単独浄化槽　　☐汲み取り

	5
	客室
	部屋数　　　部屋　（別添１「客室詳細」を記載）

	6
	浴室
	設備の有無　☐有　　☐無
→「有」の場合（共同浴室設置の場合、別添２「浴槽等詳細」を記載）
　☐各部屋設置　（☐浴槽付浴室　　☐シャワーのみ　　☐その他（　　　　　　　））
　☐共同浴室設置（☐浴槽付浴室　　☐シャワーのみ　　☐その他（　　　　　　　））
　　☐宿泊者のみが入浴　　☐宿泊者及び宿泊者以外が入浴（別途許可が必要）
→「無」の場合
　近接する公衆浴場の住所・名称　（概ね　　　　分程度）
　　住所　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　名称　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	
	浴槽の構造
☐宿泊者自らが給湯する構造　　☐宿泊者自らが給湯する以外の構造

	
	
	給水（湯）設備
☐上水道直結　　☐貯水槽設置　　☐地下水　　☐温泉　　☐その他（　　　　　　　　）

	
	
	貯湯槽設置の有無　☐有　　☐無

	7
	宿泊者名簿
	保管場所　☐施設玄関帳場（フロント）　　☐営業者の事務所（施設の管理棟等）

	
	
	記載方法　☐用紙に記載　　☐タブレット端末等への入力

	
	
	名簿の項目
☐氏名　　　☐住所　　　☐連絡先　　　☐【外国人の場合】国籍及び旅券番号（パスポートの写し）
☐その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	
	宿泊者名簿記載時における本人確認方法
☐対面　　☐テレビ電話　　☐タブレット端末等
→「タブレット端末等」の場合、具体的な確認方法
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	8
	緊急時の対応
	緊急時対応者
☐申請者（法人の場合は従業員を含む）

☐その他（☐委託契約会社　　☐その他（　　　　　　　　　　））
氏名（法人の場合は会社名）（　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
所在地（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
連絡先（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	
	緊急時駆けつけ方法
☐自動車　　☐自転車　　☐徒歩　　☐その他（　　　　　　　　　　　　　　　）


※裏面もあります
	9
	玄関帳場又は
フロント
	玄関帳場又はフロント設置の有無
☐有（☐施設内設置　　☐管理棟の設置）　　☐無

	
	
	宿泊者の本人確認
☐対面
　対面場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
☐対面以外
　☐ビデオカメラ　　☐その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	
	宿泊者等の出入り状況の確認
☐対面
　対面場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
☐対面以外
　☐ビデオカメラ　　☐その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	
	鍵の受け渡し方法
☐対面
　受渡場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
☐対面以外
　受渡方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


備考：
1　旅館・ホテルにおいては、設置場所が法第3条第3項各号に掲げる施設の敷地（これらの用に供するものと決定した土地を含む。）の周囲おおむね100mの区域内にある場合には、当該施設から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。
２　簡易宿所においては、設置場所が、学校の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には、当該学校から客室その他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。



【別添１】
客　室　詳　細
	客室階数[階] 
	客室番号
	寝具の種別
	定員数[名]
	客室面積[m2]
	窓の
有無
	採光設備の有無
	換気設備の有無
	浴槽の有無
	便所の有無

	
	
	☐布団
☐寝台
☐階層式寝台
☐その他(　　　　　 )
	
	
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無

	
	
	☐布団
☐寝台
☐階層式寝台
☐その他(　　　　　 )
	
	
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無

	
	
	☐布団
☐寝台
☐階層式寝台
☐その他(　　　　　 )
	
	
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無

	
	
	☐布団
☐寝台
☐階層式寝台
☐その他(　　　　　 )
	
	
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無

	
	
	☐布団
☐寝台
☐階層式寝台
☐その他(　　　　　 )
	
	
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無

	
	
	☐布団
☐寝台
☐階層式寝台
☐その他(　　　　　 )
	
	
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無

	
	
	☐布団
☐寝台
☐階層式寝台
☐その他(　　　　　 )
	
	
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無

	
	
	☐布団
☐寝台
☐階層式寝台
☐その他(　　　　　 )
	
	
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無

	
	
	☐布団
☐寝台
☐階層式寝台
☐その他(　　　　　 )
	
	
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無

	
	
	☐布団
☐寝台
☐階層式寝台
☐その他(　　　　　 )
	
	
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無

	
	合計
　　部屋
	
	合計
　　名
	簡易宿所の場合
合計　　m2
	
	
	
	
	


備考：
１　旅館・ホテル営業における一客室の床面積は、７m2（寝台を置く客室にあっては、９m2）以上であること。
２　簡易宿所における客室の延床面積は、３３m2（法３条第１項の許可の申請にあたって宿泊者の数を１０人未満とする場合には、３．３m2に当該宿泊者の
数を乗じて得た面積）以上であること。
　３　客室面積においては、内寸を計測した面積とし、客室に付属する浴室、便所、洗面所、板間、踏込み等であり、床の間、押入れ、共通の廊下及びこれに類
する場所を除く。
　４　寝具類は、定員数以上を有すること。また、洗面設備や便所は適当な規模、数を設け、便所には流水式の手洗い装置を設けること。
【別添２】
浴　槽　等　詳　細
	No.
	浴槽名称
	浴槽水に使用する水
	浴槽水の種類
	ろ過器の有無
	気泡発生の有無
	オーバーフロー回収槽の有無
	循環配管及び浴槽水の消毒方法

	
	
	☐上水
☐地下水
☐温泉
☐その他(　　　 )
	☐毎日完全換水浴槽水
☐連日使用型循環浴槽水
　（換水頻度：　 回/ 　日）
☐その他(　　　　　　 )
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐塩素系薬剤
☐その他
(　　　　　　)

	
	
	☐上水
☐地下水
☐温泉
☐その他(　　　 )
	☐毎日完全換水浴槽水
☐連日使用型循環浴槽水
　（換水頻度：　 回/　 日）
☐その他(　　　　　　 )
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐塩素系薬剤
☐その他
(　　　　　　)

	
	
	☐上水
☐地下水
☐温泉
☐その他(　　　)
	☐毎日完全換水浴槽水
☐連日使用型循環浴槽水
　（換水頻度：　 回/　 日）
☑その他(　　　　　　 )
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐塩素系薬剤
☐その他
(　　　　　　)

	
	
	☐上水
☐地下水
☐温泉
☐その他(　　　 )
	☐毎日完全換水浴槽水
☐連日使用型循環浴槽水
　（換水頻度：　 回/　 日）
☐その他(　　　　　　 )
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐塩素系薬剤
☐その他
(　　　　　　)

	
	
	☐上水
☐地下水
☐温泉
☐その他(　　　)
	☐毎日完全換水浴槽水
☐連日使用型循環浴槽水
　（換水頻度：　 回/　 日）
☐その他(　　　　　　 )
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐塩素系薬剤
☐その他
(　　　　　　)

	
	
	☐上水
☐地下水
☐温泉
☐その他(　　　)
	☐毎日完全換水浴槽水
☐連日使用型循環浴槽水
　（換水頻度：　 回/　 日）
☐その他(　　　　　　 )
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐塩素系薬剤
☐その他
(　　　　　　)

	
	
	☐上水
☐地下水
☐温泉
☐その他(　　　)
	☐毎日完全換水浴槽水
☐連日使用型循環浴槽水
　（換水頻度：　 回/　 日）
☐その他(　　　　　　 )
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐有
☐無
	☐塩素系薬剤
☐その他
(　　　　　　)


備考：(宿泊者が自ら給湯する構造のものは以下2～16対象外)
１　配管系統が同じ浴槽の場合、「No. 」は枝番を付してください。（例：「１－１」、「１－２」）
２　浴槽における原水又は原湯は、循環配管（湯水を浴槽とろ過器との間で循環させるための配管）に接続せず、浴槽水面上部から浴槽に落とし込む構造であること。
　３　ろ過器を設置する場合にあっては、ろ過器は１時間当たり浴槽の容量以上のろ過能力を有し、かつ、そのろ過器のろ材は十分な逆洗浄が行えるものであるとともに、ろ過器に
毛髪等が混入しないようろ過器の前に集毛器を設置すること。なお、集毛器は、毎日清掃及び消毒をすること。
　４　ろ過器等により浴槽水を循環させる構造の浴槽にあっては、浴槽の底部に近い部分で循環している浴槽水が補給される措置が講じられていること。
　５　気泡発生装置等を設置している場合にあっては、連日使用型循環浴槽水（２４時間以上完全換水しないで循環ろ過している浴槽水）を使用しないこと。
また、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であること。
　６　内湯と露天風呂の間は、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に交じることのない構造であること。
　７　ろ過器を設置する場合、浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前に設置されていること。また、1週間に1回以上、ろ過器を十
分に逆洗浄等して汚れを排出するとともに、ろ過器及び循環配管について適切な消毒方法で生物膜を除去し、浴槽を清掃すること。また、配管内の浴槽水は完全に排水できるよう
図面等により配管の状況を正確に把握し、不要な配管を除去すること。
　８　オーバーフロー回収槽（以下、回収槽）の水を浴用に供する構造になっていないこと。ただし、これにより難い場合には、回収槽は地下埋没を避け、かつ、清掃が容易に行える位置
又は構造とするとともに、別途、回収槽の水が消毒できる設備が備えられていること。
　９　打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造でないこと。
10 原水、原湯、上がり用水及び上がり用湯として使用する水の水質は、規則で定める基準に適合していることを確認したものであること。また、浴槽水は、塩素消毒等適切な方法に
より消毒することとし、塩素系薬剤を使用する場合にあっては、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻繁に測定して、 1L中0.4mg以上を保ち、かつ、1.0mgを超えないよう努める
こと。結合塩素のモノクロラミンの場合には、 1L中3mg程度を保つこと。また、当該測定結果は検査の日から3年間保管すること。さらに、消毒装置の維持管理を適切に行うこ
と。
11　水質検査は1年に、毎日完全に換水している浴槽水にあっては1回以上、運日使用型循環浴槽水にあっては2回(浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合には4回)以上行うと
ともに、その検査結果は検査の日から3年間保管すること。この場合において、当該検査結果が基準を超えていた場合には、その旨保健所に届け出ること。
12 貯湯槽は、通常の使用状態において、上部から底部に至るまで60度以上に保ち、かつ、最大使用時においても55度以上に保つ能力を有する加温装置を設置すること。
ただし、これにより難い場合には、貯湯槽水の消毒設備が備えられていること。また、定期的に貯湯槽の生物膜の状況を確認し、必要に応じて完全に排水し、生物膜の除去を行う
ための清掃及び消毒を行うこと。
13　共同用の浴室には、脱衣場を設け、衣類を収納する保管設備を設けること。
14　おおむね7才以上の男女を混浴させないこと。
15　脱衣場その他入浴者の見やすい場所に、浴槽内に入る前に身体を洗うこと、薬湯に関する注意事項等入浴者が留意すべき事項を掲示すること(No14の内容を含む)。
16　自主管理手引書及び点検表を作成して、従業者にこの旨周知徹底させるとともに、営業者又は従業者のなかから日常の衛生管理に係る責任者を定めること。
